
富 士 宮 市 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入 の 推 進 に 関 す る 条 例  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 富 士 宮 市 環 境 基 本 条 例 （ 平 成 １ ５ 年 富 士 宮 市 条 例

第 ３ １ 号 ） 第 ３ 条 に 定 め る 基 本 理 念 に の っ と り 、 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー

の 導 入 の 推 進 に つ い て 、 基 本 方 針 を 定 め 、 市 、 市 民 及 び 事 業 者 の 責 務

を 明 ら か に す る と と も に 、 市 が 実 施 す る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入 の

推 進 に 関 す る 基 本 的 な 取 組 を 定 め る こ と に よ り 、 脱 炭 素 社 会 の 実 現 を

図 り 、 も っ て 持 続 可 能 な 社 会 の 構 築 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 「 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 」 と は 、 エ ネ ル ギ ー 供

給 事 業 者 に よ る 非 化 石 エ ネ ル ギ ー 源 の 利 用 及 び 化 石 エ ネ ル ギ ー 原 料 の

有 効 な 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ２ １ 年 法 律 第 ７ ２ 号 ） 第 ２ 条 第

３ 項 に 規 定 す る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 源 か ら 得 ら れ る エ ネ ル ギ ー を い う 。  

 （ 基 本 方 針 ）  

第 ３ 条  再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー が 脱 炭 素 社 会 の 実 現 に 必 要 不 可 欠 な 地 域 資

源 で あ る こ と に 鑑 み 、 そ の 導 入 に つ い て は 、 富 士 山 の 景 観 、 豊 か な 自

然 環 境 及 び 安 全 安 心 な 生 活 環 境 の 保 全 及 び 形 成 に 配 慮 し つ つ 、 そ の 地

域 の 地 理 的 及 び 社 会 的 条 件 に 合 わ せ 、 積 極 的 に 推 進 す る も の と す る 。  

 （ 市 の 責 務 ）  

第 ４ 条  市 は 、前 条 に 定 め る 基 本 方 針（ 以 下「 基 本 方 針 」と い う 。）に の

っ と り 、 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 策 定 し 、 及

び 実 施 す る 責 務 を 有 す る 。  

２  市 は 、 基 本 方 針 に の っ と り 、 自 ら の 事 務 及 び 事 業 を 実 施 す る に 当 た

り 、 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入 に 努 め る も の と す る 。  

（ 市 民 の 責 務 ）  

第 ５ 条  市 民 は 、 基 本 方 針 に の っ と り 、 日 常 生 活 に お け る 再 生 可 能 エ ネ

ル ギ ー の 導 入 に 努 め る も の と す る 。  

２  市 民 は 、 市 が 実 施 す る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入 の 推 進 の た め の 施

策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

 （ 事 業 者 の 責 務 ）  



第 ６ 条  事 業 者 は 、 基 本 方 針 に の っ と り 、 事 業 活 動 に お け る 再 生 可 能 エ

ネ ル ギ ー の 導 入 に 努 め る も の と す る 。  

２  事 業 者 は 、 市 が 実 施 す る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入 の 推 進 の た め の

施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。   

 （ 基 本 計 画 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 総 合

的 か つ 計 画 的 に 実 施 す る た め 、基 本 と な る 計 画 を 策 定 す る も の と す る 。 

 （ 学 習 の 機 会 の 提 供 等 ）  

第 ８ 条  市 は 、 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入 の 必 要 性 に つ い て 、 市 民 及 び

事 業 者 又 は こ れ ら の 者 が 組 織 す る 団 体（ 以 下「 市 民 等 」と い う 。）の 理

解 を 深 め る た め 、 学 習 の 機 会 の 提 供 及 び 知 識 の 普 及 啓 発 に 努 め る も の

と す る 。  

 （ 活 動 等 の 支 援 ）  

第 ９ 条  市 は 、 市 民 等 が 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入 の た め に 行 う 活 動 及

び 事 業 の 支 援 に 努 め る も の と す る 。  

（ 情 報 の 提 供 ）  

第 １ ０ 条  市 は 、 市 民 等 に 対 し 、 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入 の 推 進 に 関

す る 情 報 を 積 極 的 に 提 供 す る も の と す る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


